
プロポーザル方式の手続開始に係る参加説明書 

 

１ 業務発注概要 

（１）業務名    稲敷市高齢者福祉計画・第１０期介護保険事業計画策定業務委託 

（２）履行場所   稲敷市内 

（３）業務概要      別途仕様書のとおり 

（４）履行期間   契約締結の翌日から令和９年３月３１日まで 

（５）選定方式   公募型プロポーザル 

（６）委託料上限額 ７，４０３，０００円（消費税及び地方消費税含む。） 

令和７年度：３，７５６，０００円 

令和８年度：３，６４７，０００円（債務負担行為） 

 

２ 参加資格 

（１）参加形態は単体とする。 

（２）プロポーザル方式により契約しようとする業務における稲敷市での競争入札参加資格

（以下「入札参加資格」という。）を有していること。 

（３）稲敷市の令和７・８年度競争入札参加資格を有していない者は以下の書類を添付す 

ること（写し可）。 

ア 法人の場合、登記事項証明書（履歴事項全部証明書） 

イ 印鑑証明書（提出前３か月以内のもの） 

ウ 納税証明書（提出前３か月以内のもの） 

エ 財務諸表（直前１年分） 

オ 実務調書（直前２年分） 

（４）稲敷市契約事務等に関する規程（平成１７年稲敷市告示第２号)第３７条又は第３８

条に規定する指名停止等の措置を受けていないこと。 

（５）地方自治法施行令（昭和２２年号外政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定に該

当しないこと。 

（６）令和２年４月１日以降に、国内において老人福祉計画及び介護保険事業計画策定（以

下「同種業務」という）を元請けとして受注し完成・引渡しが完了していること。 

（７）当該業務責任者は上記(６)業務を主たる業務責任者として履行した実績を有すること。 

（８）業務責任者は、提出者の組織に所属していること。 

（９）業務責任者１名、記載を求める各担当者は２名以内であること。 

（10）配置予定者が国家公務員の場合は、国家公務員法第１０３条の規定を、地方公務員の

場合は地方公務員法第３８条の規定を満たしていること。 

（11）業務責任者が記載を求める各担当者を兼任していないこと。 

（12）業務責任者及び各担当者は、令和２年４月１日以降に同種又は類似業務に携わった 

実績があること。 

（13）主たる分担業務分野を再委託しないこと。 

（14）業務の一部を再委託する場合には、再委託先の事業者が稲敷市契約事務等に関する規 

程第３７条又は第３８条に規定する指名停止等の措置を受けていないこと。 

（15）稲敷市契約事務等に関する規程第１２条の名簿に登録されていること。 

（16）申請時に提出された書類の記載事項に虚偽がないこと。 

 



３ 選定方法等 

（１）選定方法 

  事業者の選定に当たっては、プロポーザル参加者から提出された技術資料を基に、庁内

に設置した稲敷市高齢者福祉計画・第１０期介護保険事業計画策定業務委託プロポーザル

審査委員会（以下「委員会」という。）の事務局において書類審査を行い、評価得点の高

いものから順にプレゼンテーションに進出するものを３者以下に選定する。書類審査及び

企画提案内容とプレゼンテーションを基に委員会において非公開で審査し、特定者を決定

する。 

 ※提案書提出者が３者以下の場合は、書類の審査を二次審査時に行うものとする。 

（２）企画提案書の評価基準 

  企画提案書の評価基準は、以下のとおりである。企画提案書に審査するための情報が記

載されていない又は不足している場合、当該項目については最低の点数とする。 

評価基準 配点 

技
術
資
料 

企業の要件 

前年度の売上高 ２ 

職員数 ３ 

同種業務実績 ５ 

配置予定者の

要件 

業務責任者の同種・類似業務実績 ５ 

担当者の同種・類似業務実績 ５ 

企
画
提
案
内
容 

業務の企画（業務実施方針、工程表） １０ 

日常生活圏域ニーズ調査等における課題把握や施策反映のための

独自の設問設計・集計方法・分析方法の提案 
１０ 

当市の現状と現行計画等の課題に対する提案（認知症施策推進計

画の一体的策定を含む） 
２０ 

分かりやすく市民に伝わる構成・体系・デザインの提案 １０ 

ヒ
ア
リ
ン
グ 

専門技術 
当該業務の業務方針等の説明ができ、業務経験

や知識が豊富であるか 
１０ 

取組意欲 
当該業務全般を通して取組み意欲が感じられ、

効果的な提案が示されているか 
１０ 

価
格
評
価 

参考見積金額 １０ 

合計 １００ 

 

（３）採否の通知 

  採否については、決定後速やかにプロポーザル参加者あてに通知する。 

 

４ 参加表明書の提出 

（１）提出期限  令和７年７月７日（月）１６：００までに稲敷市高齢福祉課に提出する

こと。 

（２）提出方法  持参若しくは郵送による。ただし郵送の場合は、配達証明付書留郵便に

限り、提出期限日までに必着のこと。 

（３）作成方法  別添、稲敷市高齢者福祉計画・第１０期介護保険事業計画策定業務委託



プロポーザル参加表明書作成要領による。 

 

５ 選定/非選定通知  

   令和７年７月１１日（金） 選定/非選定通知書について郵送により個別に通知する。 

６ 企画提案書等の提出 

（１）提出期限  令和７年７月３１日（木）１６：００までに稲敷市高齢福祉課に提出す

ること。 

（２）提出方法  持参若しくは郵送による。ただし郵送の場合は、配達証明付書留郵便に

限り、提出期限日までに必着のこと。 

（３）作成方法  別添、稲敷市高齢者福祉計画・第１０期介護保険事業計画策定業務委託

プロポーザル企画(技術)提案書作成要領による。 

 

７ 業務に関する質問、回答 

（１）質問の受付期間 令和７年６月２６日（木) から 

令和７年７月１６日（水)１６：００まで 

           メールによる提出を可とする。 

           電話、口頭での質問は受け付けない。 

（２）回答の期限   令和７年７月２３日（水)１６：００まで 

           ホームページで公開 

 

８ プレゼンテーションについて 

         令和７年８月１９日（火） 

持ち時間は１者あたり３０分（プレゼン２０分、質疑応答１０分） 

順番は受付順、開始時刻等詳細については別途連絡とする。 

 

９ 参考見積について 

   参加表明書（資料添付）及び企画(技術)提案書の提出時に、本業務に係る必要な経費

を概算した、参考見積書を提出すること。 

 

10 契約の手続について 

特定通知書を受けた者（特定者）は、９月１日までに随意契約を完了させるため、通

知受領後速やかに担当部署に連絡すること。 

(１) 特記仕様書の作成のため、発注者と調整すること。 

(２) 発注者の指示に従い随意契約の手続きを進めること。 

(３) 特定者との契約にいたらない特別な場合は、次点と随意契約できることとする。 

 

11 特定/非特定通知  

   令和７年８月２０日（水） 特定/非特定通知書について郵送により個別に通知する。 

 

12 特定/非特定通知に関する説明要求及び回答 

説明要求期限 通知が発送された日から起算して６日以内（閉庁日を除く。） 

回答期限   受理した日から起算して６日以内（閉庁日を除く。） 

 



 

 

13 担当部署（問合せ先・提出先） 

     〒300-0595 茨城県稲敷市犬塚 1570番地１ 

     稲敷市保健福祉部高齢福祉課 

      TEL 029-892-2000  FAX 029-893-1543 

      Ｅ-mail 稲敷市公式ＨＰ内、稲敷市高齢者福祉計画・第１０期介護保険事業

計画策定業務委託に関するページ内問合せフォームを利用すること 

 

14 その他 

(１)本手続において使用する言語は日本語、通貨は日本円、単位は日本の標準時及び計量法

によるものとする。 

(２)企画(技術)提案書の作成、提出等に関する費用は、提出者の負担とする。 

(３)企画(技術)提案書に虚偽の記載をした場合には、企画(技術)提案書を無効とするととも

に、虚偽の記載をした者に対して指名停止の措置を行うことがある。 

(４)契約保証金：免除 

(５)契約書作成の要否：要 

(６)企画(技術)提案書の取扱い 

① 提出された企画(技術)提案書を、発注者の了解なく公表、使用してはならない。 

② 提出された技術提案書は、特定・非特定に関わらず、原則として特定後一定の間、 

評価結果と共に公開することがある。非公開を求める場合はその旨を企画(技術) 

提案書に記載すること。記載なき場合は公開に同意したものとみなす。なお、非公

開を希望した場合においても「非公開を希望した旨」は公開する。 

③ 上記②において、企画(技術)提案書が特定されるまでの間であれば公開について 

の意思を変更することができる。この場合書面（書式自由、ただしＡ４判とする。） 

にその旨を記載し、提出すること。 

④ 提出された企画(技術)提案書は、特定を行う作業に必要な範囲及び上記②の場合 

において、複製を作成することがある。なお、この場合においても市の文書保存期 

間の終了後に企画(技術)提案書及び複製は廃棄する。 

⑤ 提出された企画(技術)提案書及びその複製は、企画(技術)提案書の特定及び上記 

②以外に提出者に無断で使用しないものとする。 

⑥ 企画(技術)提案書の作成のために発注者より受領した資料は、発注者の了解なく公 

表、使用してはならない。 

 

15 手続きの流れ 
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16 その他 

発注部署の特性により風水害その他災害が発生した場合、日程を変更する場合がある。 


